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問７ 県議会に対するご意見・ご要望（自由記入欄）  
 

 

No ご意 見 ・ご要 望  
対 応
区 分  

補 足 説 明  

1 

当 日 の議 題 の資 料 が渡 されないのでわから

ない。参 考 資 料 があればいいのに、「議 事

日 程 」だけでは意 味 がない。（60 歳 代 、女

性 ） 
実 施

済  

議 題 と なる 議 案 や 請 願 、意 見 書 等 は 、

ページ枚 数 が大 量 となるため、傍 聴 ロビ

ーにこれらの資 料 を綴 ったファイルを閲

覧 用 として用 意 しております。今 後 は、こ

の閲 覧 用 の資 料 を利 用 していただきや

すいようにご案 内 してまいります。 

2 

請 願 や意 見 書 の内 容 をもう少 し詳 しく記 入

されたものを配 布 していただけると、より本

会 議 を楽 しめると思 います。（20 歳 代 、女

性 ） 

3 

耳 の遠 い人 もおり、聞 きづらい時 もあります

ので、もう少 し音 量 を上 げて調 節 依 頼 しま

す。（70 歳 代 、女 性 ） 

実 施

予 定  

当 日 はハウリング予 防 のため、スピーカ

ー の 出 力 を 控 え め に し て い たこ と か ら 、

聞 き 取 り づらい状 況 と なり申 し 訳 ありま

せんでした。今 後 は、音 量 を上 げて聞 き

取 りやすい音 となるよう調 整 してまいりま

す。 

4 

質 問 議 員 のマイクの音 量 をもう少 し上 げて

いただきたい。質 問 内 容 は重 要 な事 案 ばか

りで興 味 ・関 心 が強 く、今 日 の会 議 傍 聴 に

とどまらず、報 道 等 にも見 守 りを続 けていき

たい。自 身 も機 会 があれば、何 らかの場 で

発 信 していきたい。（60 歳 代 、女 性 ） 

5 

聴 力 障 がい者 対 策 は大 丈 夫 でしょうか。資

料 の充 実 を求 めます。（50 歳 代 、男 性 ） 

実 施

済  

手 話 通 訳 者 、要 約 筆 記 者 を希 望 される

方 には、事 前 に議 会 事 務 局 にお申 込 み

いただければ可 能 な限 り対 応 させていた

だくこととしています。なお、お申 し込 みが

ない場 合 も、代 表 ・一 般 質 問 開 始 後 １時

間 は、手 話 通 訳 者 が待 機 するようにして

います。また、音 声 の聞 こえにくい方 のた

め に 赤 外 線 補 聴 シ ス テ ム を 設 置 し 、 受

信 機 を 貸 し 出 して いま す。いずれ も、利

用 していただきやすいよう、今 後 とも案 内

に努 めてまいります。 

資 料 の件 は③、④の補 足 説 明 にあるよう

にご案 内 に努 めてまいります。 

6 

途 中 掲 示 される資 料 が見 にくい。拡 大 表 示

す るか 、資 料 配 付 し て もら いたい。（40 歳

代 、男 性 ） 参 考  

資 料 の映 写 については、昨 年 度 映 写 装

置 を 更 新 し 、 画 質 の 改 善 を 行 い ま し た

が、映 写 資 料 の元 データの文 字 を大 きく

する等 、より見 やすいものとなるよう、い

ただいたご意 見 を議 員 に伝 えます。 



 4

7 

県 民 がもっと身 近 に傍 聴 できるような PR 方

法 等 を実 施 したら良 いと思 う。（30 歳 代 、男

性 ） 

参 考  

ホームページや三 重 テレビのデータ放 送

で会 議 日 程 や傍 聴 方 法 をお知 らせして

いるほか、公 共 施 設 に会 議 日 程 案 内 を

配 付 ・掲 示 しています。 

また、どこでも本 会 議 等 をご覧 いただけ

るよう、インターネットでの生 中 継 や録 画

配 信 も行 っていますので、ぜひご覧 くださ

い。 

8 

県 民 と県 議 会 議 員 のかけはなれた実 状 に

がっかりした。審 議 する議 員 の名 簿 を資 料

としてつけること。（70 歳 代 、女 性 ） 

実 施

済  

１階 傍 聴 受 付 で各 委 員 会 名 簿 を用 意 す

るようにしましたので、ご利 用 ください。 

9 

滋 賀 県 警 大 津 北 署 と 三 重 県 警 松 阪 署 が

犯 罪 検 挙 数 を不 正 に融 通 して統 計 処 理 し

た問 題 について、5 月 29 日 の定 例 会 見 で、

県 警 本 部 長 は「不 適 切 な事 案 があったと理

解 している。おわび申 し上 げる。」と謝 罪 して

いる。（平 成 26 年 5 月 30 日 付 新 聞 報 道 ） 

しかし、6 月 20 日 の教 育 警 察 常 任 委 員 会

では、県 警 本 部 長 から説 明 も謝 罪 もなかっ

た。それ は なぜな の か 、説 明 して く ださ い。

（50 歳 代 、女 性 ） 

- 

当 該 統 計 処 理 問 題 につきましては、5 月

22 日 及 び 6 月 20 日 の教 育 警 察 常 任 委

員 会 において、県 警 本 部 から、概 要 や、

調 査 中 の案 件 であり全 容 解 明 には一 定

の時 間 を要 すること、調 査 結 果 について

は常 任 委 員 会 に報 告 すること等 の説 明

がされました。 

 ご意 見 は執 行 部 （警 察 本 部 ）へ伝 えま

す。 

 
※区 分 について 

「実 施 済 」・・・既 に実 施 されているもの 

「実 施 予 定 」・・・意 見 を受 けて実 施 を予 定 するもの 

「参 考 」・・・具 体 的 な実 施 策 はないが、今 後 の議 会 運 営 で参 考 とするもの 

「反 映 困 難 」・・・実 施 することが困 難 なもの 


